
令和６年度石川県における障害者就労施設等からの物品等調達方針 

 

  国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律（平

成２４年法律第５０号。以下「法」という。）第９条第１項の規定に基づき、

以下のとおり障害者就労施設等からの物品及び役務（以下「物品等」という。）

の調達の推進を図るための方針を定め、もって本県における障害者就労施設

等（以下「施設等」という。）で就労する障害者の自立の促進を図る。 

 

１ 調達の推進を図る組織 

  この方針は、県のすべての機関（以下「各機関」という。）が物品等を調達

する場合に適用する。 

 

２ 対象となる施設等 

  この方針の対象となる施設等とは、次のとおりとする。 

（１）障害者支援施設 

（２）地域活動支援センター 

（３）障害福祉サービス事業を行う施設（生活介護、就労移行支援又は就労 

継続支援を行う事業に限る。） 

（４）障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法（昭和４５年 

法律第８４号）第１８条第３項の規定により必要な費用の助成を受けて

いる施設（小規模作業所） 

（５）障害者優先調達推進法施行令（平成２５年政令第２２号）第１条第１

号に規定する事業所（特例子会社） 

（６）障害者優先調達推進法施行令第１条第２号に規定する事業所（重度障

害者多数雇用事業所） 

（７）在宅就業障害者 

（８）在宅就業支援団体 

（９）受注内容を対応可能な複数の障害福祉サービス事業所にあっせん・仲

介する業務を行う共同受注窓口 

 

３ 調達を推進する物品等 

  施設等が供給するすべての物品等とする。 

（１）物品 

    ・事務用品、書籍 

    ・食品類（弁当、菓子、パンなど） 

    ・小物雑貨（啓発物品、布巾、たわしなど）  など 

 

 



（２）役務 

    ・印刷物類（冊子、パンフレット、名刺等） 

    ・庁舎・公園等の屋内外清掃や除草 

・軽作業（箱詰め、袋詰め、書類仕分け、封入など） 

    ・パソコンでのデータ入力作業 

    ・クリーニング作業  など 

 

４ 調達推進のための基本的な考え方 

各機関は、施設等の受注機会の増大を図るため、予算の適正な執行に配慮 

しつつ、物品等の調達に関する他の施策との調和を図りながら、施設等からの

調達機会の増大に努める。調達に当たっては、施設等や物品等を限定すること

なく、幅広い分野からの調達に努める。 

   

５ 具体的な取組事項 

（１）推進体制の整備 

本調達方針の推進にあたり、必要に応じて庁内連絡会議を開催し、全

庁的な連絡調整、物品等に関する情報の共有等を図る。 

（２）施設等が提供可能な物品等の情報提供 

障害保健福祉課は、各機関が調達の推進を円滑に行うために、施設等

が供給可能な物品等の把握に努め、適宜情報提供を行う。 

（３）随意契約の活用 

各機関は、地方自治法施行令第１６７条の２第３号および県財務規則

第１３０条の２に基づく政策的随意契約の活用等により、物品調達機会

の拡大に努める。 

（４）施設等への配慮 

各機関は、物品等の調達にあたり、施設等の障害特性等に留意した

納期を設定する等の配慮を行う。 

（５）共同受注窓口の活用 

各機関が数量の多い物品等を発注する場合には、障害保健福祉課は、

円滑な調達を支援するとともに、共同受注窓口を積極的に活用し、物品

等の調達を図る。 

 

６ 調達目標 

  本年度の目標額は１７，５１０千円とする。 

 

７ 調達実績の公表 

 障害保健福祉課は、会計年度終了後に、法第９条５項に基づき、その実績

の概要をホームページに公表する。 


